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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インジウムを主要成分とする第１の酸化物半導体よりなる第１の半導体層と、
　前記第１の半導体層の一方の面に接して設けられ、前記第１の酸化物半導体よりもバン
ドギャップが大きく、酸素以外の元素におけるガリウムの比率が８０％以上でありＩ型で
ある第２の酸化物半導体よりなる第２の半導体層と、
　前記第１の半導体層の他方の面に接して設けられ、前記第１の酸化物半導体よりもバン
ドギャップが大きく、酸素以外の元素におけるガリウムの比率が８０％以上でありＩ型で
ある第３の酸化物半導体よりなる第３の半導体層と、
　前記第１の半導体層の他方の面側に設けられたゲート電極として機能する導電層と、
　前記導電層と前記第３の半導体層の間に、ゲート絶縁膜として機能する絶縁層と、
　ソース電極と、ドレイン電極と、を有し、
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極は、前記第１の半導体層の一方の面に接して設け
られ、
　前記第２の酸化物半導体の真空準位とフェルミ準位とのエネルギー差が、前記第１の酸
化物半導体の真空準位とフェルミ準位とのエネルギー差よりも大きく、
　前記第３の酸化物半導体の真空準位とフェルミ準位とのエネルギー差が、前記第１の酸
化物半導体の真空準位とフェルミ準位とのエネルギー差よりも大きいことを特徴とする電
界効果トランジスタ。
【請求項２】
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　インジウムを主要成分とする第１の酸化物半導体よりなる第１の半導体層と、
　前記第１の半導体層の一方の面に接して設けられ、前記第１の酸化物半導体よりもバン
ドギャップが大きく、Ｉ型である第２の酸化物半導体よりなる第２の半導体層と、
　前記第１の半導体層の他方の面に接して設けられ、前記第１の酸化物半導体よりもバン
ドギャップが大きく、Ｉ型である第３の酸化物半導体よりなる第３の半導体層と、
　前記第１の半導体層の他方の面側に設けられたゲート電極として機能する導電層と、
　前記導電層と前記第３の半導体層の間に、ゲート絶縁膜として機能する絶縁層と、
　ソース電極と、ドレイン電極と、を有し、
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極は、前記第１の半導体層の一方の面に接して設け
られ、
　前記第２の酸化物半導体の真空準位とフェルミ準位とのエネルギー差が、前記第１の酸
化物半導体の真空準位とフェルミ準位とのエネルギー差よりも大きく、
　前記第３の酸化物半導体の真空準位とフェルミ準位とのエネルギー差が、前記第１の酸
化物半導体の真空準位とフェルミ準位とのエネルギー差よりも大きいことを特徴とする電
界効果トランジスタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、酸化物半導体を用いた電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）に関する。
【背景技術】
【０００２】
電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）とは、半導体にソース、ドレインという領域を設け、そ
れぞれに電極を設けて、電位を与え、絶縁膜あるいはショットキーバリヤを介してゲート
とよばれる電極より半導体に電界をかけ、半導体の状態を制御することにより、ソースと
ドレイン間に流れる電流を制御するものである。用いられる半導体としては、珪素やゲル
マニウム等のＩＶ族元素（１４族元素とも言う）やガリウムヒ素、インジウムリン、窒化
ガリウム等のＩＩＩ－Ｖ族化合物、硫化亜鉛、カドミウムテルル等のＩＩ－ＶＩ族化合物
等が挙げられる。
【０００３】
近年、酸化インジウム（特許文献１）、酸化亜鉛（特許文献２、４）や酸化インジウムガ
リウム亜鉛系化合物（特許文献３）等の酸化物を半導体として用いたＦＥＴが報告された
。これらの酸化物半導体を用いたＦＥＴでは、比較的大きな移動度が得られると共に、そ
れらの材料が３電子ボルト以上の大きなバンドギャップを有するが故に、酸化物半導体を
用いたＦＥＴをディスプレーやパワーデバイス等に応用することが検討されている。
【０００４】
特に、酸化亜鉛や酸化インジウムガリウム亜鉛系化合物を用いたＦＥＴの電界効果移動度
が最大でも２０ｃｍ２／Ｖｓであるのに対し、酸化インジウムを主成分に用いたＦＥＴで
は５０ｃｍ２／Ｖｓ以上もの電界効果移動度が報告されている。経験的に酸化物における
インジウムの比率の高いもので、より高い電界効果移動度が得られることが明らかとなっ
ている。
【０００５】
一般に、亜鉛もしくはインジウムを主要成分（含まれる元素のうち原子番号が１１以上の
元素の比率を比較し、その比率が５０原子％以上を占める元素を主要成分という）とする
酸化物半導体においては、これまで、Ｐ型の導電性を示すものはほとんど報告されていな
い。そのため、珪素のＦＥＴのようなＰＮ接合を用いたものは報告されておらず、特許文
献１乃至特許文献４にあるように、Ｎ型あるいはＩ型（本明細書では、キャリア濃度が１
×１０１４／ｃｍ３以下の半導体をＩ型という）の酸化物半導体に導電性電極を接触させ
た金属半導体接合によって、ソース、ドレインを形成していた。
【０００６】
図７（Ａ）には従来の酸化物半導体を用いたＦＥＴの例を示す。ここで、酸化物半導体よ
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りなる半導体層１１の一方の面に接してゲート絶縁膜１４と、さらにその上にゲート１５
が設けられる。また、半導体層１１の他方の面には、ソース電極１３ａ、ドレイン電極１
３ｂが設けられる。
【０００７】
半導体層１１の厚さについては、多くの場合、特別に考慮されることはなかった。また、
ゲート絶縁膜１４の材料としては、酸化珪素、窒化珪素等が用いられ、また、その厚さも
特別に考慮されることはなかった。ソース電極１３ａ、ドレイン電極１３ｂの材料として
も、特別に考慮されることはなく、チタン、モリブデン等が報告されている。
【０００８】
実際には、半導体層１１に接して、図７（Ｂ）に示すような保護絶縁膜１６が設けられる
。その材料としては、ゲート絶縁膜１４に用いられているような材料が用いられる。
【０００９】
一般に、ＦＥＴにおいては、ソース電極と半導体層、あるいはドレイン電極と半導体層の
接合部ではオーミック接合であることが好まれる。その目的のためには、ソース電極１３
ａ、ドレイン電極１３ｂの材料としては、半導体層１１に用いる酸化物半導体の電子親和
力よりも仕事関数が小さな材料が好ましい。例えば、チタンやモリブデンの仕事関数は、
酸化インジウムの電子親和力（４．８電子ボルト程度）より小さいのでオーミックコンタ
クトを形成する上では好ましい。
【００１０】
また、これらの金属が半導体層１１と接する部分では、金属から半導体層１１への電子の
注入がおこなわれるため、半導体層１１の電子濃度が高くなる。このことは、特にチャネ
ル長（ソース電極１３ａとドレイン電極１３ｂの間の距離）が０．３μｍ以下の短チャネ
ルＦＥＴでは、電子濃度が高い領域がつながってしまうためＦＥＴの特性の低下（例えば
、しきい値のマイナスシフトやＳ値の上昇、オフ状態でもソースとドレインの間に電流が
流れてしまう現象（オフ電流））の要因となる。
【００１１】
また、金属半導体接合によって、ソース、ドレインを形成したＦＥＴでは、用いる半導体
のキャリア濃度が大きいとオフ電流が大きくなる。すなわち、ソースゲート間の電圧（以
下、ゲート電圧、という）を０Ｖとしても、ソースドレイン間に相当量の電流（以下、ド
レイン電流、という）が流れる（このようなＦＥＴ特性をノーマリーオンという）。そこ
で、半導体中のキャリア濃度を低減させて、Ｉ型とすることにより、オフ電流を低減し、
ゲート電圧を０Ｖとしたときのドレイン電流を１×１０―９Ａ以下、好ましくは、１×１
０―１２Ａ以下、さらに好ましくは１×１０―１５Ａ以下とすることが望まれる。
【００１２】
しかしながら、酸化インジウム、あるいはインジウムを主要成分とする酸化物半導体は、
酸素欠損が生じやすく、キャリア濃度を１×１０１８／ｃｍ３以下とすることは困難であ
った。そのため、インジウムを主要成分とする酸化物半導体を用いたＦＥＴは、高移動度
であるもののノーマリーオンであり、その傾向はインジウムの濃度が高ければ高いほど顕
著であり、例えば、酸化インジウムでは、ゲート電圧を－１０Ｖ以下としなければ、ドレ
イン電流を１×１０―９Ａ以下にできない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開平５－２５１７０５
【特許文献２】米国特許公開２００５／０１９９８７９号公報
【特許文献３】米国特許公開２００７／０１９４３７９号公報
【特許文献４】米国特許公開２００９／０２８３７６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
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本発明は、以下の課題のうち少なくとも一つを解決する。課題の一はインジウムを主要成
分とする酸化物半導体を用いた高移動度かつノーマリーオフ（しきい値が０Ｖ以上）ある
いはそれに近い特性が得られるＦＥＴを提供することである。また、課題の一は酸素以外
の元素におけるインジウムの比率が５０％以上、好ましくは７５％以上の酸化物半導体を
用い、ノーマリーオフあるいはそれに近い特性が得られるＦＥＴを提供することである。
また、課題の一はインジウムを主要成分とし、金属半導体接合を有する新規のＦＥＴ、新
規の半導体装置、新規のＦＥＴの製造方法、あるいは新規の半導体装置の製造方法のいず
れかひとつを提供することである。
【００１５】
なお、これらの課題の記載は、他の課題の存在を妨げるものではない。本発明の一態様は
、これらの課題の全てを解決する必要はない。さらに、これら以外の課題は、明細書、図
面、請求項などの記載から、自ずと明らかとなるものであり、明細書、図面、請求項など
の記載から、これら以外の課題を抽出することが可能である。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
以下、本発明の説明をおこなうが、本明細書で用いる用語について簡単に説明する。なお
、定義されていない文言（専門用語又は学術用語などの科学技術文言を含む）は、通常の
当業者が理解する一般的な意味と同等の意味として用いることが可能である。辞書等によ
り定義されている文言は、関連技術の背景と矛盾がないような意味に解釈されることが好
ましい。また、発明の一態様は、専門用語によって、限定して解釈されるものではない。
【００１７】
ＦＥＴのソースとドレインについては、本明細書においては、Ｎチャネル型ＦＥＴにおい
ては、高い電位を与えられる方をドレイン、他方をソースとし、Ｐチャネル型ＦＥＴにお
いては、低い電位を与えられる方をドレイン、他方をソースとする。いずれの電位もおな
じであれば、いずれか一方をソース、他方をドレインとする。また、ソース電極、ドレイ
ン電極という用語のかわりに第１の電極、第２の電極とも表現することがある。その場合
は、電位の高低によって呼び名を変えない。
【００１８】
また、本明細書で、主要成分とは、対象となる物体に含まれる元素のうち原子番号が１１
以上の元素の比率を比較し、その比率が５０原子％以上を占める元素をいう。例えば、見
かけの組成式が、Ｇａ３Ａｌ２Ｉｎ５Ｏ１２Ｎ２で表示される化合物があるとすると、こ
の化合物でもっとも多い元素は酸素（Ｏ）であるが、酸素の原子番号は８なので主要成分
の対象とはならない。同様に窒素（Ｎ）も対象とはならない。主要成分の対象となるのは
ガリウム（Ｇａ）、アルミニウム（Ａｌ）、インジウム（Ｉｎ）であり、その比率は、Ｇ
ａ：Ａｌ：Ｉｎ＝３：２：５である。すなわち、主要成分の対象となる元素に対するガリ
ウムの比率は３０原子％、アルミニウムの比率は２０原子％、インジウムの比率は５０原
子％である。したがって、上記の定義では、インジウムは主要成分であるが、ガリウムと
アルミニウムは主要成分ではない。
【００１９】
また、見かけの組成比、見かけの組成を有する化合物、見かけの化学式（あるいは見かけ
の組成式）とは、ある領域に存在する元素の比率、そのような元素の比率を有する物体、
あるいは、そのような元素の比率に基づく化学式のことであり、その微視的なあるいは局
所的な比率や物体の化学的な意味や安定性等は考慮されない。上記の例では、それらの元
素が上記の比率を有する固溶体のこともあるし、１分子のＧａ２Ｏ３と２分子のＡｌＮと
２分子のＩｎ２Ｏ３と１分子のＩｎＧａＯ３の混晶あるいは混合物の可能性もある。
【００２０】
なお、本明細書等において、第１、第２、第３などの語句は、様々な要素、部材、領域、
層、区域を他のものと区別して記述するために用いられる。よって、第１、第２、第３な
どの語句は、要素、部材、領域、層、区域などの数を限定するものではなく、また、順序
を限定するものでもない。
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【００２１】
本発明の一態様は、インジウムを主要成分とする第１の酸化物半導体よりなる第１の半導
体層と、前記第１の半導体層の一方の面に接して設けられ、前記第１の酸化物半導体より
もバンドギャップが大きく、Ｉ型である第２の酸化物半導体よりなる第２の半導体層と、
前記第１の半導体層の他の面に設けられたゲート電極としても機能する導電層とを有し、
前記導電層と前記第１の半導体層の間には、ゲート絶縁膜としても機能する絶縁層を有し
、前記第２の酸化物半導体の真空準位とフェルミ準位とのエネルギー差が、前記第１の酸
化物半導体の真空準位とフェルミ準位とのエネルギー差よりも大きいことを特徴とするＦ
ＥＴである。
【００２２】
また、本発明の一態様は、インジウムを主要成分とする第１の酸化物半導体よりなる第１
の半導体層と、前記第１の半導体層の一方の面に接して設けられ、前記第１の酸化物半導
体よりもバンドギャップが大きく、ガリウムを主要成分とするＩ型の第２の酸化物半導体
よりなる第２の半導体層と、前記第１の半導体層の他の面に設けられたゲート電極として
も機能する導電層とを有し、前記導電層と前記第１の半導体層の間には、ゲート絶縁膜と
しても機能する絶縁層を有することを特徴とするＦＥＴである。
【００２３】
また、本発明の一態様は、インジウムを主要成分とする第１の酸化物半導体よりなる第１
の半導体層と、前記第１の半導体層の一方の面に接して設けられ、酸素以外の元素におけ
るガリウムの比率が８０％以上であるＩ型の第２の酸化物半導体よりなる第２の半導体層
と、前記第１の半導体層の他の面に設けられたゲート電極としても機能する導電層とを有
し、前記導電層と前記第１の半導体層の間には、ゲート絶縁膜としても機能する絶縁層を
有することを特徴とするＦＥＴである。
【００２４】
上記の各態様において、第１の半導体層の厚さは、後で説明する理由から０．１ｎｍ以上
１００ｎｍ以下であることが好ましい。また、第２の半導体層の厚さは、１０ｎｍ以上１
００ｎｍ以下であることが好ましい。
【００２５】
さらに、第２の半導体層は、第１の半導体層と接している面と反対の面に、アルミニウム
を主要成分とするバンドギャップが８電子ボルト以上の酸化物よりなる絶縁膜が接して設
けられていてもよい。
【００２６】
また、第１の半導体層は、第２の半導体層と接している面と反対の面に、アルミニウムを
主要成分とするバンドギャップが８電子ボルト以上の酸化物よりなる絶縁膜が接して設け
られていてもよい。
【００２７】
第１の酸化物半導体としては、インジウムを主要成分とする酸化物を適用できるが、例え
ば、構成する元素の９０原子％以上、好ましくは９５原子％以上が、インジウム、ガリウ
ム、アルミニウム、亜鉛、酸素のいずれかであり、それらの見かけの組成式がＩｎａＧａ

ｂＡｌｃＺｎｄＯｅと表現できる材料を用いればよい。ここで、ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＝２、ａ
≧１、２．５＜ｅ＜３．５、である。なお、移動度を高める目的では、インジウムの濃度
が高い方が好ましく、ａ＞１．６とするとよい。同じ目的で、ガリウムの濃度はアルミニ
ウムよりも高いことが好ましく、ｂ＞ｃ、より好ましくは、ｂ＞１０ｃとするとよい。
【００２８】
また、第１の酸化物半導体としては、インジウムを主要成分とし、酸素欠損が１×１０１

８／ｃｍ３以上である酸化物半導体を用いることもできる。
【００２９】
第２の酸化物半導体としては、各種の酸化物を適用できるが、例えば、構成する元素の９
０原子％以上、好ましくは９５原子％以上が、インジウム、ガリウム、アルミニウム、亜
鉛、酸素のいずれかであり、それらの見かけの組成式がＩｎａＧａｂＡｌｃＺｎｄＯｅと
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表現できる材料を用いればよい。ここで、ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＝２、ｂ≧１、２．５＜ｅ＜３
．５、である。なお、第２の酸化物半導体をＩ型とする目的では、インジウムや亜鉛の濃
度がアルミニウムよりも低いことが好ましく、ａ＜ｃ、ｄ＜ｃ、より好ましくは、１０ａ
＜ｃ、１０ｄ＜ｃとするとよい。また、第２の酸化物半導体のバンドギャップは６電子ボ
ルト以下であることが好ましい。
【００３０】
第１の酸化物半導体および第２の酸化物半導体を上記のような組成の材料とすると、第２
の酸化物半導体のバンドギャップは、第１の酸化物半導体のバンドギャップよりも大きく
なる。
【００３１】
また、第１の酸化物半導体は、上記の組成においてはＮ型となり、フェルミ準位は伝導帯
の下端とほとんど同じであるので、真空準位とフェルミ準位とのエネルギー差は、第１の
酸化物半導体の電子親和力とほとんど同じである。
【００３２】
一方、第２の酸化物半導体はＩ型であるので、フェルミ準位は伝導帯と価電子帯のほぼ中
央に位置する。そして、第１の酸化物半導体および第２の酸化物半導体を上記のような組
成の材料とすると第２の酸化物半導体の仕事関数は第１の酸化物半導体の電子親和力より
大きいという関係を満足する。
【００３３】
本発明の一態様は、図１（Ａ）に示されるように、第１の酸化物半導体よりなる第１の半
導体層１が、第２の酸化物半導体よりなる第２の半導体層２とゲート絶縁膜としても機能
する絶縁膜４に挟まれた構造を有する。ここで、第１の半導体層１は第２の半導体層２に
接していることが求められる。一方、第１の半導体層１と絶縁膜４とは、必ずしも接して
いる必要はないが、接することによって後述するような効果が得られることがある。
【００３４】
また、絶縁膜４は、ゲートとして機能する導電層５と第１の半導体層１に挟まれており、
ゲート絶縁膜としても機能する。さらに、第１の半導体層１に接して、ソース電極やドレ
イン電極として機能する第１の電極３ａと第２の電極３ｂが設けられる。
【００３５】
第１の酸化物半導体および第２の酸化物半導体としては、上記に示した材料を用いればよ
い。また、第１の半導体層１の厚さは０．１ｎｍ以上１００ｎｍ以下、第２の半導体層２
の厚さは１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下とすればよい。また、絶縁膜４としては、酸化珪素
、酸化窒化珪素、酸化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム、窒化アルミニウム等を用い
ればよいが、構成する元素の９０原子％以上、好ましくは９８原子％以上が珪素、アルミ
ニウム、硼素、窒素、酸素のいずれかであり、それらの見かけの組成式が、ＳｉａＡｌｂ

ＢｃＮｄＯｅと表現できる材料を用いればよい。ここで、０．９＜（４ａ＋３ｂ＋３ｃ）
／（３ｄ＋２ｅ）＜１．１であることが好ましく、ｂ＞ａであることが好ましい。特に、
第１の半導体層１と絶縁膜４が接している場合には、ｂ＞５ａであることが好ましい。
【００３６】
なお、図１（Ｂ）に示されるように、第２の半導体層２が、第１の半導体層１と絶縁膜６
で挟まれる構造としてもよい。ここで、絶縁膜６と第２の半導体層２は接していることが
好ましい。絶縁膜６としては、酸化珪素、酸化窒化珪素、酸化アルミニウム、酸化窒化ア
ルミニウム、窒化アルミニウム等を用いればよいが、構成する元素の９０原子％以上、好
ましくは９８原子％以上が珪素、アルミニウム、硼素、窒素、酸素のいずれかであり、そ
れらの見かけの組成式が、ＳｉａＡｌｂＢｃＮｄＯｅと表現できる材料を用いればよい。
ここで、０．９＜（４ａ＋３ｂ＋３ｃ）／（３ｄ＋２ｅ）＜１．１であることが好ましく
、ｂ＞１０ａ、ｄ＜５ｅであることが好ましい。このような条件の材料では、バンドギャ
ップを８電子ボルト以上とできる。
【００３７】
また、図１（Ｃ）に示されるように、第１の半導体層１を第２の半導体層２ａと、第３の
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酸化物半導体よりなる第３の半導体層２ｂで挟まれる構成としてもよい。図１（Ｃ）が図
１（Ａ）と異なる点は、第３の半導体層２ｂが第１の半導体層１と絶縁膜４の間に挿入さ
れている点である。ここで、第３の半導体層２ｂと絶縁膜４が接している必要はないが、
第３の半導体層２ｂは第１の半導体層１と接していることが求められる。第３の酸化物半
導体は、第２の酸化物半導体に適している材料を用いればよいし、第２の酸化物半導体と
同じ材料を用いてもよい。また、第３の半導体層２ｂの厚さは０．１ｎｍ以上１００ｎｍ
以下、好ましくは、０．１ｎｍ以上２０ｎｍ以下とするとよい。
【００３８】
また、本発明の一態様は、図２（Ａ）に示されるように、第１の酸化物半導体よりなる第
１の半導体層１が、第２の酸化物半導体よりなる第２の半導体層２とゲート絶縁膜として
も機能する絶縁膜４に挟まれた構造を有する。ここで、第１の半導体層１と絶縁膜４とは
、必ずしも接している必要はないが、第１の半導体層１は第２の半導体層２に接している
ことが求められる。
【００３９】
また、絶縁膜４は、ゲートとして機能する導電層５と第１の半導体層１に挟まれており、
ゲート絶縁膜としても機能する。さらに、第１の半導体層１は、第１の酸化物半導体にド
ーピング処理を施すことにより導電性の高められた領域（ドーピングされた領域８ａ、８
ｂ）に接しており、また、ソース電極やドレイン電極として機能する第１の電極３ａと第
２の電極３ｂがドーピングされた領域８ａ、８ｂに設けられる。
【００４０】
なお、第２の半導体層２に接して、第２の酸化物半導体にドーピングされた領域７ａ、７
ｂが設けられる。第１の酸化物半導体および第２の酸化物半導体、絶縁膜４の材料として
は、上記に示した材料を用いればよい。また、第１の半導体層１の厚さ、第２の半導体層
２の厚さも上記に示したものを用いればよい。
【００４１】
また、第１の電極３ａと第２の電極３ｂは、図２（Ｂ）に示されるように、ドーピングさ
れた領域８ａ、８ｂの、絶縁膜４が設けられる面と逆の面に設けられてもよい。また、ド
ーピングされた領域７ａ、７ｂの導電性が十分であれば、第１の電極３ａと第２の電極３
ｂはドーピングされた領域７ａ、７ｂに接するように設けられてもよい。また、第１の半
導体層１を第２の半導体層２と第３の酸化物半導体よりなる第３の半導体層（図示せず）
で挟まれる構成としてもよい。
【００４２】
さらに、図２（Ｃ）に示されるように、第２の半導体層２が、第１の半導体層１と絶縁膜
６で挟まれる構造としてもよい。ここで、絶縁膜６と第２の半導体層２は接していること
が好ましい。絶縁膜６としては上記に示した材料を用いればよい。
【００４３】
なお、図２（Ａ）乃至図２（Ｃ）において、ドーピングされた領域７ａ、７ｂ、８ａ、８
ｂは特定の条件が満たされる場合には設けなくてもよい。例えば、図２（Ｄ）に示すよう
に、第１の電極３ａと導電層５との間の間隔ｘ（あるいは第２の電極３ｂと導電層５との
間の間隔）が５０ｎｍ以下であれば、ドーピングされた領域７ａ、７ｂ、８ａ、８ｂ等を
設けなくてもよい。
【発明の効果】
【００４４】
上記の構成により、ノーマリーオフ特性あるいはそれに近い特性を示すＦＥＴが得られる
理由について、図３を用いて説明する。最初に、上記のような条件を満たす第１の酸化物
半導体と第２の酸化物半導体の接合を考える。図３（Ａ）には接合する前の第１の酸化物
半導体と第２の酸化物半導体の状態（バンド図）を示す。
【００４５】
図３（Ａ）の左側は、第１の酸化物半導体の、右側は第２の酸化物半導体の、それぞれバ
ンド図を示す。第１の酸化物半導体は、典型的には、酸化インジウムのようなＮ型半導体
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であり、キャリアである電子が伝導帯に供給されるため、フェルミ準位は、伝導帯の直下
に存在する。図では、伝導帯とフェルミ準位とのエネルギー差を誇張して書いてあるが、
実際には数ｍＶほどしか変わらない。場合によっては、フェルミ準位の方が伝導帯の下端
よりも上にあると分析されている。酸化インジウムのバンドギャップは３．７電子ボルト
程度である。
【００４６】
第２の酸化物半導体は、典型的には、酸化ガリウムのようなバンドギャップの広いＩ型半
導体であり、キャリアはほとんど存在せず、フェルミ準位は、価電子帯と伝導帯のほぼ中
央に存在する。単結晶の酸化ガリウムはバンドギャップが４．８電子ボルトであるが、非
晶質の薄膜では４．２電子ボルトという数値が観測される。
【００４７】
ここで、第１の酸化物半導体の電子親和力（真空準位と伝導帯の下端のエネルギー差）が
第２の酸化物半導体の電子親和力より大きいことが求められる。好ましくは、前者と後者
の差は０．３電子ボルト以上であるとよい。例えば、酸化インジウムの電子親和力４．８
電子ボルトに対して、単結晶酸化ガリウムでは、電子親和力は３．５電子ボルト、非晶質
酸化ガリウムでは４．３～４．５電子ボルトである。よって、酸化インジウムの電子親和
力は酸化ガリウムよりも大きく、その差は０．３電子ボルト以上である。
【００４８】
また、第２の酸化物半導体の仕事関数は第１の酸化物半導体の電子親和力よりも大きいこ
とが好ましい。好ましくは、前者と後者の差は０．５電子ボルト以上であるとよい。例え
ば、仕事関数は、単結晶酸化ガリウムでは、５．５電子ボルト、非晶質酸化ガリウムでは
６．４～６．６電子ボルトであり、いずれも酸化インジウムの電子親和力よりも大きく、
その差は０．７電子ボルト以上である。
【００４９】
このような物性の異なる第１の酸化物半導体と第２の酸化物半導体を接合すると、フェル
ミ準位を同じレベルに揃えようとキャリアの移動が起こり、図３（Ｂ）に示すように、接
合部近傍のバンドがゆがめられる。すなわち、接合部近傍では、第１の酸化物半導体の伝
導帯はフェルミ準位より離れ、価電子帯はフェルミ準位に近づく。このように、本来の状
態とは異なる状態を呈する部分を遷移領域と呼ぶ。接合面から離れれば、離れるほど、バ
ンドの状態は、本来の第１の酸化物半導体および第２の酸化物半導体の特性に近づく。
【００５０】
図３（Ｂ）では遷移領域でのみバンドのゆがみが直線的に生じているように描かれている
が、実際には、かなりの距離にまでその影響が及び、バンドのゆがみも直線的なものでは
ない。しかし、顕著に物性面で影響が現れるのは、接合面近傍の領域であるので、図３（
Ｂ）で遷移領域以外の部分の半導体の物性は、それぞれの本来のものとみなして差し支え
ない。
【００５１】
遷移領域の幅は、第１の酸化物半導体と第２の酸化物半導体の電子親和力、バンドギャッ
プおよび誘電率、第１の酸化物半導体の電子濃度等に依存するが、例えば、第１の酸化物
半導体として、電子濃度１×１０１８／ｃｍ３の酸化インジウム、第２の酸化物半導体と
してＩ型の酸化ガリウムを考えると、遷移領域として考えられる部分は、接合面から第１
の酸化物半導体側に５０ｎｍ程度の部分である。
【００５２】
このような遷移領域は、第１の酸化物半導体の接合面近傍の電子が移動して、電子濃度が
低下し、空乏化することによって形成される。したがって、特に遷移領域のうち、接合面
に近い部分は電子濃度が低く、準Ｉ型という状態である。また、第２の酸化物半導体は、
キャリア（電子）がほとんど存在しないため、その部分での電子の移動は無視でき、主と
して第１の酸化物半導体でバンドのゆがみが生じる。
【００５３】
例えば、図３（Ｂ）の例では、接合面における第１の酸化物半導体の伝導帯下端とフェル
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ミ準位の間のエネルギー差は１．３電子ボルト程度である。これだけのエネルギー差があ
れば室温で熱励起する電子は無視できる。すなわち、接合面近傍では極めて電子濃度が低
い状態となる。
【００５４】
このようなバンドのゆがみは第２の半導体層２の仕事関数と第１の半導体層１の電子親和
力の差に依存し、前者から後者を差し引いた差が０．５電子ボルト以上であることが好ま
しく、前者と後者の差が１電子ボルト以上であるとさらに好ましい。
【００５５】
また、第１の酸化物半導体の電子親和力が第２の酸化物半導体の電子親和力より大きいと
、図３（Ｂ）に示すように、第１の酸化物半導体と第２の酸化物半導体との接合面におい
て、伝導帯に不連続点（ギャップ、ステップ）が発生する。このような不連続点があると
、第１の酸化物半導体がＦＥＴのチャネルとして使用されている際に、第１の酸化物半導
体にある電子が第２の酸化物半導体に移ることが困難となる。すなわち、遷移領域の特に
接合面近傍をチャネルとして用いる場合には、第２の酸化物半導体に電子が流れることを
考慮する必要がない。
【００５６】
ところで、このような遷移領域は、接合面における化学反応が無いと仮定すると、電子濃
度が低いということ以外は、電界効果移動度を含む第１の酸化物半導体の物性のほとんど
を維持していると考えられる。したがって、第１の酸化物半導体として、電界効果移動度
の高い材料を用いれば、遷移領域では電子濃度が低く電界効果移動度が高いという特性が
得られる。
【００５７】
図３（Ｂ）では、第１の酸化物半導体の厚さが十分にある例を示したが、第１の酸化物半
導体を薄膜化して、その厚さを遷移領域と同じあるいはそれ以下としても事情は変わらず
、接合面近傍では、準Ｉ型領域が形成される。
【００５８】
すなわち、第１の酸化物半導体の厚さを遷移領域と同じあるいはそれ以下とすることによ
り、第１の酸化物半導体の電子濃度を低減できる。かつ、電界効果移動度は、第１の酸化
物半導体本来のものである。そのため、このような構造を用いてＦＥＴを作製すると、ノ
ーマリーオフあるいはそれに近い特性の高電界効果移動度を達成できる。
【００５９】
図３（Ｃ）は、図１（Ｂ）に示すＦＥＴの点Ａから点Ｂに到る断面でのバンド図を模式的
に描いたものである。ここで、第１の半導体層１を構成する第１の酸化物半導体として酸
化インジウムを、第２の半導体層２を構成する第２の酸化物半導体としては酸化ガリウム
を、絶縁膜４および絶縁膜６としては酸化アルミニウムを、導電層５としてタングステン
を用いた場合を示す。
【００６０】
図３（Ｃ）に示されるように、第１の半導体層１は、Ｎ型の酸化インジウム等の酸化物半
導体を用いても、そのほとんどの部分を準Ｉ型領域とすることができる。準Ｉ型領域にお
ける電子濃度を直接、観察することは困難であるが、１×１０１５／ｃｍ３以下とするこ
とが可能と算出される。したがって、このような構造のＦＥＴのしきい値を十分に大きな
値とすることができる。すなわち、ノーマリーオフあるいはそれに近い特性を呈するＦＥ
Ｔが得られる。
【００６１】
また、図３（Ｃ）を注意深く観察すると、第１の半導体層１は、絶縁膜４との界面近傍で
もバンドがゆがんでいる。これは、上記に示した酸化ガリウムと酸化インジウムの接合面
で遷移領域が生じるのと同じ理由により生じている。このようなバンドのゆがみを有する
ＦＥＴでは、キャリアは伝導帯の下端近傍を流れるので、キャリアは第１の半導体層１と
絶縁膜４の界面からやや離れた（典型的には１ｎｍ以上１０ｎｍ以下）部分を流れること
となる。
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【００６２】
通常のＭＩＳＦＥＴでも、ゲート絶縁膜と半導体との界面にはトラップ準位等が発生し、
ＦＥＴの特性を劣化させるが、キャリアがゲート絶縁膜から離れた部分を流れる構造（埋
め込みチャネル）とすることにより、上記界面による影響を低減できる。同じ理由で、図
３（Ｃ）にバンド図が示される構造のＦＥＴでは、絶縁膜４と第１の半導体層１との界面
の影響を低減できる。
【００６３】
なお、このようなバンドのゆがみは絶縁膜４の仕事関数（絶縁膜４は通常、Ｉ型と見なせ
るので、仕事関数とは、真空準位とフェルミ準位の差に相当する）と第１の半導体層１の
電子親和力の差に依存し、図３（Ｃ）のようなゆがみとするには、前者が後者より大きい
ことが好ましく、前者と後者の差が１電子ボルト以上であることがさらに好ましい。
【００６４】
Ｎ型の酸化インジウムの電子親和力は４．８電子ボルト程度であるのに対し、酸化アルミ
ニウムの仕事関数は、５．７電子ボルトであり、酸化珪素の仕事関数は５．１電子ボルト
である。したがって、酸化アルミニウムの方が上記の目的に適している。さらに、非晶質
酸化ガリウムの仕事関数は、６．４～６．６電子ボルトであるので、酸化インジウムの電
子親和力より１．６～１．８電子ボルト大きく、より好ましい。そのため、図１（Ｃ）に
示すように、酸化インジウム等の第１の半導体層１を酸化ガリウム等の第２の半導体層２
ａおよび第３の半導体層２ｂで挟んでもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明のＦＥＴの例を示す図である。
【図２】本発明のＦＥＴの例を示す図である。
【図３】本発明のＦＥＴの原理を示す図である。
【図４】実施の形態１のＦＥＴの作製工程を示す図である。
【図５】実施の形態２のＦＥＴの作製工程を示す図である。
【図６】実施の形態３のＦＥＴの作製工程を示す図である。
【図７】従来のＦＥＴの例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００６６】
以下、実施の形態について図面を参照しながら説明する。但し、実施の形態は多くの異な
る態様で実施することが可能であり、趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及
び詳細を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って本実施の形態
の記載内容に限定して解釈されるものではない。なお、以下に説明する構成において、同
様のものを指す符号は異なる図面間で共通の符号を用いて示し、同一部分又は同様な機能
を有する部分の詳細な説明は省略する。
【００６７】
（実施の形態１）
本実施の形態では、ＦＥＴの作製方法について図４（Ａ）乃至図４（Ｆ）を用いて説明す
る。まず、図４（Ａ）に示すように、基板１０１上に、導電層１０２を形成する。基板１
０１としては、様々なものが用いられるが、その後の処理に耐えられる物性を有している
ことが必要である。また、その表面は絶縁性であることが好ましい。すなわち、基板１０
１は絶縁体単独、あるいは絶縁体や金属や半導体の表面に絶縁層を形成したもの等である
ことが好ましい。
【００６８】
絶縁体としては、各種ガラスやサファイヤ、石英、セラミックス、プラスチック等を用い
ることができる。金属としては、アルミニウム、銅、ステンレス鋼、銀等を用いることが
できる。半導体としては、珪素、ゲルマニウム、炭化珪素、窒化ガリウム等を用いること
ができる。本実施の形態では、基板１０１としてバリウム硼珪酸ガラスを用いる。
【００６９】
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導電層１０２は、その一部がゲートとして機能するので、その材料としては、白金、金、
タングステン等の仕事関数の大きな金属を用いるとよい。導電層１０２はそのような材料
単独で構成してもよいし、多層構造とし、後に設けられる半導体層に面する部分を、上記
の材料で構成してもよい。本実施の形態では、厚さ１００ｎｍのチタン膜上に厚さ１００
ｎｍのタングステン膜をスパッタリング法で形成し、これをエッチングして、導電層１０
２を形成する。
【００７０】
次に、図４（Ｂ）に示すように、絶縁膜１０３と第１の酸化物半導体膜１０４を形成する
。絶縁膜１０３はゲート絶縁膜としても機能する。例えば、酸化珪素、酸化アルミニウム
、酸化窒化珪素、窒化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム、酸化ハフニウム、酸化ラン
タン、酸化イットリウム等を用いればよい。また、その厚さは主として、プロセス上の事
情やＦＥＴで使用される電圧を考慮して決定されるが、可能な限り薄い方がＦＥＴの特性
をノーマリーオフあるいはそれに近い特性とする上で好ましい。例えば、１０ｎｍ乃至２
００ｎｍとするとよい。成膜方法としては、ＣＶＤ法あるいはスパッタリング法が用いら
れるが、膜中の水素の混入を可能な限り低減することが好ましい。
【００７１】
第１の酸化物半導体膜１０４の材料としては、酸化インジウムを用いる。もちろん、その
他のインジウムを主要成分とする酸化物半導体を用いてもよい。また、その成膜方法はス
パッタリング法を用いればよい。さらに、膜中の水素の混入を可能な限り低減することが
好ましい。その厚さは１０ｎｍ乃至５０ｎｍとするとよい。なお、絶縁膜１０３の表面を
大気に曝すことなく、第１の酸化物半導体膜１０４を形成すると、両者の界面の清浄度を
向上させる上で好ましい。
【００７２】
第１の酸化物半導体膜１０４上に、第２の酸化物半導体膜を形成する。第２の酸化物半導
体膜としては、酸化ガリウムを用いる。もちろん、その他のガリウムを主要成分とする酸
化物半導体を用いてもよい。また、その成膜方法はスパッタリング法を用いればよい。さ
らに、膜中の水素の混入を可能な限り低減することが好ましい。スパッタリング法によっ
て形成された酸化ガリウム膜の組成をラザフォード後方散乱法により分析すると、見かけ
の組成は酸素が過剰に存在するような結果が得られる。すなわち、Ｇａ２Ｏ３＋ｘにおい
て、ｘが０．０１以上０．１５以下の値を取る。
【００７３】
第２の酸化物半導体膜の厚さは１０ｎｍ乃至１００ｎｍとするとよい。また、第２の酸化
物半導体膜上に、エッチングストッパとなるような材料の膜を設けてもよい。あるいは、
第２の酸化物半導体膜上に、層間絶縁物となるような絶縁膜を設けてもよい。
【００７４】
なお、第１の酸化物半導体膜１０４の表面を大気に曝すことなく、第２の酸化物半導体膜
を形成すると、両者の界面の清浄度を向上させる上で好ましい。さらには、絶縁膜１０３
、第１の酸化物半導体膜１０４および第２の酸化物半導体膜を連続的に形成すると、これ
らの界面の清浄度を向上させる上で好ましい。
【００７５】
その後、第２の酸化物半導体膜を選択的にエッチングして、第２の半導体層１０５を島状
に形成する。第２の半導体層１０５の一部は、図４（Ｃ）に示すように、導電層１０２上
に形成されるようにするとよい。また、図示していないが、第２の半導体層１０５の他の
部分は導電層１０２と重ならないように設けてもよい。また、第２の半導体層１０５が、
導電層１０２が上層の配線と交差する部分に設けられていると、層間絶縁物としての機能
も有する。
【００７６】
また、第２の酸化物半導体膜上に、別途、厚い絶縁膜を設け、第２の半導体層１０５上に
残しておくと、それを、導電層１０２が上層の配線と交差する部分で層間絶縁物としての
使用することもできる。
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【００７７】
第２の半導体層１０５はエッチングストッパとしても機能する。なお、第２の酸化物半導
体膜をエッチングするに際しては、アルカリ性の溶液（例えば、アンモニア過水等）を用
いればよい。第１の酸化物半導体膜１０４として酸化インジウムを用いた場合には、酸化
インジウムのアルカリ性溶液への溶解度は著しく低いので、選択的に第２の酸化物半導体
膜をエッチングできる。
【００７８】
その後、第１の酸化物半導体膜１０４および第２の半導体層１０５上に、導電膜１０６を
形成する（図４（Ｄ）参照）。導電膜１０６は、後にＦＥＴのソース電極あるいはドレイ
ン電極としての機能も必要とされるので、その目的に適した材料を用いて構成する。例え
ば、チタン、モリブデン、窒化チタン、窒化モリブデン、タングステン等である。導電膜
１０６はそのような材料単独で構成してもよいし、多層構造とし、第１の半導体層に接す
る部分を、上記の材料で構成してもよい。
【００７９】
その後、導電膜１０６を選択的にエッチングして、導電層１０６ａ、導電層１０６ｂを形
成する。このエッチングは、ウェットエッチングでもドライエッチングでもよい。いずれ
にしても、このエッチングに際して、第２の半導体層１０５を過剰にエッチングしないこ
とが必要である。そのため、第２の半導体層１０５上にエッチングストッパを設けておく
とよい。また、このエッチングで、第１の酸化物半導体膜１０４をエッチングしてもよい
。
【００８０】
上記のエッチングで、第１の酸化物半導体膜１０４がエッチングできなかった場合には、
引き続いて、エッチング方法等を変えてエッチングをおこなう。この際には、第２の半導
体層１０５のエッチングレートに比べて、第１の酸化物半導体膜１０４のエッチングレー
トが大きくなるような条件を採用する。例えば、このエッチングをウェットエッチングで
おこなうのであれば、シュウ酸やリン酸を含むエッチャントを用いればよい。かくして、
図４（Ｅ）に示すように、第１の半導体層１０４ａを島状に形成する。
【００８１】
その後、図４（Ｆ）に示すように、全面に酸化物絶縁膜１０７を形成する。酸化物絶縁膜
１０７の材料としては、酸化珪素、酸化アルミニウム、酸化窒化珪素、窒化アルミニウム
、酸化窒化アルミニウム、酸化ハフニウム、酸化ランタン、酸化イットリウム等を用いれ
ばよい。また、その厚さは１０ｎｍ以上１μｍ以下とすることができる。酸化物絶縁膜１
０７に保護膜としての機能も要求するのであれば、厚い方が好ましい。
【００８２】
（実施の形態２）
本実施の形態では、ＦＥＴの作製方法について図５（Ａ）乃至図５（Ｅ）を用いて説明す
る。まず、図５（Ａ）に示すように、基板２０１上に、導電膜２０２と絶縁膜２０３，第
１の酸化物半導体膜２０４、第２の酸化物半導体膜２０５、酸化物絶縁膜２０６を積層す
る。これらの成膜は、膜の界面を清浄に保つため、途中で大気に曝すことなく連続的にお
こなうとよい。また、これらの多層膜中の水素濃度を１×１０１８原子／ｃｍ３以下、好
ましくは１×１０１６原子／ｃｍ３以下とするためにも、連続的に成膜することは効果的
である。
【００８３】
基板２０１、導電膜２０２、絶縁膜２０３、第１の酸化物半導体膜２０４、第２の酸化物
半導体膜２０５、酸化物絶縁膜２０６としては、実施の形態１において、それぞれ、基板
１０１、導電層１０２、絶縁膜１０３、第１の酸化物半導体膜１０４、第２の酸化物半導
体膜、酸化物絶縁膜１０７に用いるのに適しているとして示された材料、厚さおよび成膜
方法で形成すればよい。
【００８４】
そして、酸化物絶縁膜２０６上にレジストを塗布し、図５（Ａ）に示すように、多階調マ
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スクを用いて、２段階の厚さを有するレジストマスク２０７を形成する。
【００８５】
レジストマスク２０７を用いて、導電膜２０２、絶縁膜２０３、第１の酸化物半導体膜２
０４、第２の酸化物半導体膜２０５、酸化物絶縁膜２０６をエッチングして、導電層２０
２ａ、絶縁層２０３ａ、第１の半導体層２０４ａ、第２の半導体層２０５ａ、酸化物絶縁
層２０６ａを形成する（図５（Ｂ）参照）。これらのエッチングには異方性ドライエッチ
ング法を用いることが好ましいが、ウェットエッチング法でも、等方的なドライエッチン
グ法でもよい。
【００８６】
次にレジストマスク２０７をアッシングして、その厚さを減らし、レジストマスク２０７
ａとする（図５（Ｃ）参照）。
【００８７】
そして、このレジストマスク２０７ａを用いて、絶縁層２０３ａ、第１の半導体層２０４
ａ、第２の半導体層２０５ａ、酸化物絶縁層２０６ａをエッチングして、絶縁層２０３ｂ
、第１の半導体層２０４ｂ、第２の半導体層２０５ｂ、酸化物絶縁層２０６ｂを、概略同
形状かつ島状に形成する（図５（Ｄ）参照）。これらのエッチングには異方性ドライエッ
チング法を用いることが好ましいが、ウェットエッチング法でも、等方的なドライエッチ
ング法でもよい。
【００８８】
導電層２０２ａは必ずしもエッチングする必要はないが、上記のエッチングの際に全くエ
ッチングされない条件を見いだすことは難しいので、多少の差はあれエッチングされ、表
面の一部がエッチングされた導電層２０２ｂとなる。特に、エッチングの選択比を十分に
大きくできない場合には、導電膜２０２を十分に厚くしておくとよい。例えば、導電膜２
０２の厚さを２００ｎｍ以上１μｍ以下とするとよい。
【００８９】
あるいは、導電膜２０２の厚さを、絶縁膜２０３の厚さと第１の酸化物半導体膜２０４の
厚さと第２の酸化物半導体膜２０５の厚さと酸化物絶縁膜２０６の厚さの和の５０％以上
５００％以下としてもよい。このように導電膜２０２が十分に厚ければ、多少のオーバー
エッチングがあったとしても、必要な厚さを確保できる。
【００９０】
本実施の形態では、導電膜２０２が厚くても、その後に積層される薄膜の形状に影響を与
えることは少なく、むしろ、導電膜２０２を厚くすると、導電層２０２ｂの抵抗が低く抑
制されるというメリットがある。
【００９１】
その後、レジストマスク２０７ａを除去する。この方法は剥離液を用いてもよいが、酸化
ガリウムはアルカリ性の溶液に溶解する性質もあるため、剥離液の水素イオン濃度は適切
なものを選択する必要がある。
【００９２】
あるいは、レジストマスク２０７ａをアッシング法によって除去してもよい。アッシング
法を使用する場合には、残渣が問題となることがあるが、本実施の形態では、残渣があっ
たとしても、酸化物絶縁層２０６ｂ上であり、酸化物絶縁層２０６ｂを十分に厚くすれば
、ＦＥＴ特性への影響は低減できる。特に、本実施の形態では、酸化物絶縁層２０６ｂは
層間絶縁物としての機能もあるので、厚く形成する方が好ましい。
【００９３】
その後、平坦な表面を有する層間絶縁物２０８を形成して、層間絶縁物２０８、酸化物絶
縁層２０６ｂ、第２の半導体層２０５ｂをエッチングして、第１の半導体層２０４ｂに達
する開口部を設ける。開口部は、絶縁層２０３ｂと重なるように設ける。好ましくは、開
口部は、その外周が絶縁層２０３ｂの外周から、２００ｎｍ以上、より好ましくは、１μ
ｍ以上離れるように設ける。
【００９４】
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開口部の形成にはウェットエッチング法、ドライエッチング法いずれをも用いることがで
きる。なお、いずれの場合においても、エッチングに際して、第１の半導体層２０４ｂに
化学的な影響を与えることがある。
【００９５】
次に、導電膜を形成し、これを所望の形状にエッチングして導電層２０９ａ、２０９ｂを
形成する。導電膜は、実施の形態１の導電膜１０６に用いるのに適した材料、厚さおよび
成膜方法を用いて形成すればよい。
【００９６】
導電層２０９ａ、２０９ｂは、第１の半導体層２０４ｂと接する部分においてＦＥＴのソ
ース電極、ドレイン電極として機能する。この段階を図５（Ｅ）に示す。導電層２０９ａ
と導電層２０９ｂが、それぞれ第１の半導体層２０４ｂと接する部分の間隔がＦＥＴのチ
ャネル長となる。
【００９７】
なお、導電層２０９ａ、２０９ｂを形成した後、４００℃以上の高温の処理をおこなう場
合には、導電層２０９ａ、２０９ｂを構成する元素が、第１の半導体層２０４ｂに拡散し
、その特性に悪影響を及ぼすことがある。したがって、導電層２０９ａ、２０９ｂを形成
した後は、そのような高温での処理を避けることが好ましい。一方で、導電層２０９ａ、
２０９ｂはＦＥＴの最終段階で形成されるので、その後に高温での処理が必要となること
はほとんど無い。
【００９８】
また、第１の半導体層２０４ｂの端部（外周部）の特性は好ましいものでないことが多い
。これらの領域は、しばしば導電性が他の部分よりも高く、例えば、図４（Ｆ）に示すよ
うな形状のＦＥＴにおいては、これらの領域はリーク電流の要因となり得た。それは、図
４（Ｆ）に示すような形状のＦＥＴにおいては、第１の半導体層１０４ａの端部とソース
電極およびドレイン電極として機能する導電層１０６ａ、導電層１０６ｂが接しているた
めである。
【００９９】
しかしながら、図５（Ｅ）に示されるＦＥＴにおいては、ソース電極やドレイン電極とし
て機能する導電層２０９ａと２０９ｂは上述の通り、第１の半導体層２０４ｂの端部と重
ならないので、仮に、第１の半導体層２０４ｂの端部の導電性が高くとも、導電層２０９
ａと２０９ｂの間にリーク電流は流れない。そのため、オフ電流の十分に低いＦＥＴを得
ることができる。
【０１００】
また、図５（Ｅ）から明らかなように、第１の半導体層２０４ｂは平坦面に形成される。
例えば、図４（Ｆ）の第１の半導体層１０４ａのように、半導体層に凹凸があるとＦＥＴ
の特性は凹凸の影響を受ける。そのような凹凸を有する素子を均一に形成することは困難
なため、ＦＥＴ特性のばらつきの原因となる。
【０１０１】
例えば、図４（Ｅ）においては、導電層１０６ａ、１０６ｂは第１の半導体層１０４ａお
よび導電層１０２に対して左右対称に設けられているが、全ての素子をこのような形状に
形成することは困難である。マスクあわせの際の誤差のため、導電層１０６ａ、１０６ｂ
が、図の右側（あるいは左側）に少しだけ平行移動しても、導電層１０６ａ、１０６ｂと
第１の半導体層１０４ａの湾曲している部分との位置関係が異なり、ＦＥＴとしての特性
が変動することがある。すなわち、ＦＥＴの特性のばらつきが生じる。
【０１０２】
特に第１の半導体層が何らかの結晶成分を含んでいる場合にはばらつきが大きくなる傾向
がある。それは、第１の半導体層の平面部分と局面部分とで結晶の方位や大きさ等に大き
な差違があるためである。そのような結晶成分は、酸化インジウムでは比較的低温でアニ
ールした場合でも生じる。
【０１０３】
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これに対し、平坦な面上に、均一に平面状の半導体層を形成することは容易である。そし
て、マスクあわせの際の誤差のため、図５（Ｅ）の導電層２０９ａ、２０９ｂが、図の右
側（あるいは左側）に少しだけ平行移動しても、第１の半導体層２０４ｂに対する位置関
係は変わらない。すなわち、ＦＥＴの特性のばらつきは限定的となる。
【０１０４】
したがって、本実施の形態で示したＦＥＴは半導体層の凹凸が大きなＦＥＴに比べて特性
のばらつきが少ない。このようなＦＥＴは、しきい値ばらつきの小さいことが要求される
回路に用いるのに好適である。
【０１０５】
例えば、アクティブマトリクス型有機エレクトロルミネッセンス表示装置では、表示のむ
らをなくすために、駆動トランジスタのしきい値のばらつきが小さいことが望まれる。ま
た、抵抗損失を減らすため、駆動トランジスタの電界効果移動度の高いＦＥＴが望まれる
。そのような目的には、図５（Ｅ）に示す構成を有し、インジウムを主要成分とする酸化
物半導体を半導体層に用いて作製したＦＥＴが好適である。そのようなＦＥＴは、例えば
、５０ｃｍ２／Ｖｓ以上、好ましくは、７０ｃｍ２／Ｖｓ以上の電界効果移動度が得られ
る。
【０１０６】
さらに、本実施の形態では、第１の半導体層２０４ｂ、絶縁層２０３ｂは平坦面に設けら
れるのであるから、これらの薄膜の段差被覆性等を考慮する必要がない。このため第１の
半導体層２０４ｂ、絶縁層２０３ｂを可能な限り薄くできる。
【０１０７】
第１の半導体層２０４ｂ、絶縁層２０３ｂを薄くすることは、ＦＥＴのしきい値のマイナ
スシフトを抑制し、オフ電流を低減する上で効果がある。特にチャネル長が０．３μｍ以
下のＦＥＴでは、第１の半導体層２０４ｂ、絶縁層２０３ｂを薄くすることが求められる
。
【０１０８】
ＦＥＴのしきい値のマイナスシフトを抑制するには、（チャネル長）＞５×（第１の半導
体層２０４ｂの厚さ＋（絶縁層２０３ｂの厚さ）×（誘電率比））、という関係を満たす
ことが求められる。ここで、誘電率比は、第１の半導体層２０４ｂの誘電率を、絶縁層２
０３ｂの誘電率で除した数値である。
【０１０９】
例えば、チャネル長０．３μｍで、第１の半導体層２０４ｂの厚さを３０ｎｍ、第１の半
導体層２０４ｂとして酸化インジウム（比誘電率１８）、絶縁層２０３ｂとして酸化珪素
（比誘電率４）を用いた場合、絶縁層２０３ｂの厚さを１０ｎｍ以下とすることが必要で
ある。
【０１１０】
凹凸のある面にそのような薄膜を被覆性よく形成することは困難であり、歩留まりの低下
の要因となる。一方、平坦面であれば比較的容易に形成できる。その点で、本実施の形態
に示される構造のＦＥＴは有利である。
【０１１１】
なお、本実施の形態で示した作製工程では、必要なマスク合わせの回数は２回であり、図
４に示す方法（３回のマスクあわせが必要）よりも少ない。そのため、ミスアライメント
による不良の確率を低減でき、歩留まりを向上させる上で効果がある。
【０１１２】
（実施の形態３）
本実施の形態では、ＦＥＴの作製方法について図６（Ａ）乃至図６（Ｄ）を用いて説明す
る。まず、図６（Ａ）に示すように、基板３０１上に、酸化物絶縁膜３０２と第２の酸化
物半導体膜３０３と第１の酸化物半導体膜３０４と絶縁膜３０５を積層する。これらの成
膜は、それぞれの膜と膜の間の界面を清浄に保つため、途中で大気に曝すことなく連続的
におこなうとよい。
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【０１１３】
例えば、基板３０１として珪素ウェハ、酸化物絶縁膜３０２として厚さ２００ｎｍの酸化
珪素、第２の酸化物半導体膜３０３として厚さ５０ｎｍの酸化ガリウム、第１の酸化物半
導体膜３０４として厚さ１ｎｍの酸化インジウム、絶縁膜３０５として厚さ２ｎｍの酸化
珪素を用いればよい。また、酸化物絶縁膜３０２は基板３０１を熱酸化して形成し、第２
の酸化物半導体膜３０３、第１の酸化物半導体膜３０４、絶縁膜３０５は、原子積層法（
ＡＬＤ）により形成すればよい。これらの膜は成膜装置内で連続的に形成するとよい。
【０１１４】
そして、第２の酸化物半導体膜３０３、第１の酸化物半導体膜３０４、絶縁膜３０５を選
択的にエッチングして、第２の半導体層３０３ａ、第１の半導体層３０４ａ、絶縁層３０
５ａを形成する。
【０１１５】
さらに、絶縁層３０５ａの外周部を覆うように厚さ１００ｎｍ以上５００ｎｍ以下の酸化
珪素等を用いて絶縁体３０６を形成する。そして、導電層３０７を形成する（図５（Ｂ）
参照）。導電層３０７は、実施の形態１の導電層１０２を参考にその材料と作製方法を決
定すればよい。なお、厚さは、第１の半導体層３０４ａの厚さと絶縁層３０５ａの厚さの
和の２倍以上とするとよい。
【０１１６】
図示されていないが、導電層３０７が絶縁層３０５ａの外周部において、絶縁体３０６を
乗り越えるような形状となっている。そのため、導電層３０７は、第１の半導体層３０４
ａと直接、接触することはない。
【０１１７】
また、導電層３０７はＦＥＴのゲートとなるので、その幅はＦＥＴのチャネル長を決定す
る。ここでは、第１の半導体層３０４ａの厚さと絶縁層３０５ａの厚さに第１の半導体層
３０４ａと絶縁層３０５ａの誘電率比（第１の半導体層３０４ａの誘電率／絶縁層３０５
ａの誘電率）を乗じたものの和の５倍以上、好ましくは１０倍以上とすると、しきい値の
マイナスシフトを抑制し、オフ電流を低減できる。
【０１１８】
例えば、酸化インジウムの比誘電率は１８程度であり、酸化珪素の比誘電率は４程度であ
る（これらの値は成膜方法によって微妙に異なる）ので、誘電率比は４．５程度である。
上記の膜厚から、導電層３０７の幅は、（第１の半導体層３０４ａの厚さ１ｎｍ）＋（絶
縁層３０５ａの厚さ２ｎｍ）×（誘電率比４．５）の５倍以上、好ましくは１０倍以上で
あるとよい。すなわち、５０ｎｍ以上、好ましくは、１００ｎｍ以上とするとよい。
【０１１９】
上記の計算から明らかなように、絶縁層３０５ａに高誘電率材料を用いれば、導電層３０
７の幅をより狭くできる。例えば、酸化ハフニウムのように比誘電率が３０程度のもので
あれば、導電層３０７の幅は１０ｎｍ以上、好ましくは２０ｎｍ以上とできる。
【０１２０】
通常の珪素半導体を使用したＭＯＳＦＥＴと異なり、インジウムを主要成分とする酸化物
半導体に接して酸化ハフニウムのような異種材料を形成しても、第１の半導体層３０４ａ
と絶縁層３０５ａとの界面の欠陥準位がＦＥＴ特性にほとんど問題を及ぼさない。特に酸
化ハフニウムの場合、その仕事関数（５．７電子ボルト）が、酸化インジウムの電子親和
力（４．８電子ボルト）より大きいため、酸化インジウムのバンドがゆがめられ、埋め込
みチャネルのような形状になり、より一層、絶縁層３０５ａと第１の半導体層３０４ａの
界面の影響が小さくなる。
【０１２１】
次に、還元性のイオンを照射する（図６（Ｃ）参照）。この際のイオンのエネルギーは、
第１の半導体層３０４ａと第２の半導体層３０３ａの界面から第２の半導体層３０３ａと
酸化物絶縁膜３０２の界面の間にピークを有するように設定すればよい。この条件では、
導電層３０７をイオンが透過することはないので、第１の半導体層３０４ａおよび第２の
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半導体層３０３ａに、導電層３０７をマスクとして、自己整合的にイオンが注入されるこ
ととなる。
【０１２２】
酸化インジウムを主要成分とする酸化物半導体に還元性のイオンを注入すると、イオンが
酸素と化合して酸化物半導体を還元する。その結果、イオンが注入された部分の電子濃度
が高くなり導電性が向上する。注入するイオンの量は、目的とする導電率に応じて設定す
ればよいが、第１の半導体層３０４ａ中に、２×１０２０／ｃｍ３以上含まれるようにす
ればよい。
【０１２３】
還元性のイオンとしては硼素、炭素、リン、珪素、アルミニウム、ガリウムのように酸化
物の結合力が酸化インジウムよりも強いものを用いればよい。なかでも、リンや硼素は、
通常の半導体プロセスでも用いられているので使用しやすい。
【０１２４】
イオンの注入の際に注意すべきことは、同時に水素が注入されないことである。したがっ
て、イオン源として水素化物（ジボランＢ２Ｈ６やホスフィンＰＨ３等）を用いることは
好ましくない。酸化物半導体中に導入された水素は、電子濃度を高めるが、同時に酸化物
半導体中を移動して、ＦＥＴの特性の変動をもたらすため、信頼性を低下させる。イオン
中の水素の濃度は１原子％以下とすることが望まれる。
【０１２５】
なお、このイオン注入の際に、第２の半導体層３０３ａにもイオンが注入され、やはり、
イオンによって酸化ガリウムが還元され、第２の半導体層３０３ａに導電率の高い領域３
０３ｂ、３０３ｃが形成される。
【０１２６】
ここで、第２の半導体層３０３ａの厚さ（すなわち、第２の酸化物半導体膜３０３の厚さ
）が薄すぎると、導電率が高くとも電気抵抗が十分に低減できないので、適切な厚さとし
ておくとよい。また、第２の半導体層３０３ａに注入されるイオンの濃度は、第１の半導
体層３０４ａに注入されるイオンの濃度よりも大きくして、縮退半導体とすることが好ま
しい。例えば、第２の半導体層３０３ａ中に、５×１０２０／ｃｍ３以上含まれるように
すればよい。
【０１２７】
次に、例えば、２００ｎｍ以上１μｍ以下の窒化珪素等で保護絶縁膜３０８をプラズマＣ
ＶＤ法等で形成する。ここで、保護絶縁膜３０８は第１の半導体層３０４ａに圧縮するよ
うな応力を与えるような膜質であってもよい。このような応力があると第１の半導体層は
圧縮され、酸化インジウム中のインジウム原子間の距離が縮められる。その結果、第１の
半導体層の輸送特性（典型的には、電界効果移動度）が向上する
【０１２８】
さらに、厚さ２００ｎｍ以上２μｍ以下の酸化珪素等を堆積し、これを化学的機械的研磨
法により平坦化して、平坦な表面を有する層間絶縁物３０９を得る。さらに、層間絶縁物
３０９、保護絶縁膜３０８、絶縁層３０５ａをエッチングして、第１の半導体層３０４ａ
あるいは第２の半導体層３０３ａに達する開口部を形成する。そして、開口部を埋めるよ
うに導電層３１０ａ、３１０ｂを形成する（図６（Ｄ）参照）。
【０１２９】
上述の通り、第１の半導体層３０４ａは厚さが１ｎｍであるので、オーバーエッチングの
結果、開口部が第１の半導体層３０４ａを貫通することもある。しかし、そのような場合
であっても、第２の半導体層３０３ａの導電性が十分であるので、導電層３１０ａ、３１
０ｂはＦＥＴの電極として機能する。すなわち、導電層３１０ａ－第２の半導体層の導電
率の高い領域３０３ｂ－第１の半導体層３０４ａ－第２の半導体層の導電率の高い領域３
０３ｃ－導電層３１０ｂ、という経路で電流が流れる。
【０１３０】
なお、第２の半導体層３０３ａのオーバーエッチングを防止する上でも、第２の半導体層
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３０３ａは適切な厚さを有することが好ましい。本実施の形態では厚さを５０ｎｍとした
が、３０ｎｍ以上であることが好ましい。
【０１３１】
（実施の形態４）
上記実施の形態１乃至実施の形態３で示した半導体装置は、さまざまな電子機器に用いる
ことができる。例えば、液晶ディスプレー、ＥＬディスプレー、ＦＥ（Ｆｉｅｌｄ　Ｅｍ
ｉｓｓｉｏｎ）ディスプレー等の表示装置およびその駆動回路、イメージセンサの駆動回
路、半導体メモリ、マイクロプロセッサ等である。また、それらを用いた各種電子機器、
例えば、テレビジョン、パーソナルコンピュータ、携帯電話等の通信機器、電子手帳、携
帯音楽プレーヤ等である。
【符号の説明】
【０１３２】
１　　第１の半導体層
２　　第２の半導体層
２ａ　　第２の半導体層
２ｂ　　第３の半導体層
３ａ　　第１の電極
３ｂ　　第２の電極
４　　絶縁膜
５　　導電層
６　　絶縁膜
７ａ　　ドーピングされた領域
７ｂ　　ドーピングされた領域
８ａ　　ドーピングされた領域
８ｂ　　ドーピングされた領域
１１　　半導体層
１３ａ　　ソース電極
１３ｂ　　ドレイン電極
１４　　ゲート絶縁膜
１５　　ゲート
１６　　保護絶縁膜
１０１　　基板
１０２　　導電層
１０３　　絶縁膜
１０４　　第１の酸化物半導体膜
１０４ａ　　第１の半導体層
１０５　　第２の半導体層
１０６　　導電膜
１０６ａ　　導電層
１０６ｂ　　導電層
１０７　　酸化物絶縁膜
２０１　　基板
２０２　　導電膜
２０２ａ　　導電層
２０２ｂ　　導電層
２０３　　絶縁膜
２０３ａ　　絶縁層
２０３ｂ　　絶縁層
２０４　　第１の酸化物半導体膜
２０４ａ　　第１の半導体層
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２０４ｂ　　第１の半導体層
２０５　　第２の酸化物半導体膜
２０５ａ　　第２の半導体層
２０５ｂ　　第２の半導体層
２０６　　酸化物絶縁膜
２０６ａ　　酸化物絶縁層
２０６ｂ　　酸化物絶縁層
２０７　　レジストマスク
２０７ａ　　レジストマスク
２０８　　層間絶縁物
２０９ａ　　導電層
２０９ｂ　　導電層
３０１　　基板
３０２　　酸化物絶縁膜
３０３　　第２の酸化物半導体膜
３０３ａ　　第２の半導体層
３０３ｂ　　導電率の高い領域
３０３ｃ　　導電率の高い領域
３０４　　第１の酸化物半導体膜
３０４ａ　　第１の半導体層
３０５　　絶縁膜
３０５ａ　　絶縁層
３０６　　絶縁体
３０７　　導電層
３０８　　保護絶縁膜
３０９　　層間絶縁物
３１０ａ　　導電層
３１０ｂ　　導電層
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